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厚生労働科学研究事業は、行政政  

策研究、厚生科学基盤研究、疾病・  

障害対策研究、健康安全確保総合研  

究の4分野から構成されています。  

外部の専門家のご意見や行政上の必  

要性等を踏まえ、研究事業毎に、国  

民の保健医療、福祉、生活衛生、労  

働安全衛生等の課題を解決する「目  

的志向型の研究課題設定」を行い、  

その上で、原則として公募により研  

究課題及び研究班を募集し、評価委  

員会の評価を経て、採択を決定します。  

厚生労働科学研究の流れ   
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以下は平成20年度の各研究事業の概要を示しています。研究事業や研究費の使用に関する疑義などがあ  
りましたら、以下の担当の連絡先にお問い合わせください。（なお、平成21年度には各研究事業について  
変更がありえますので、その点ご留意ください。公募内容等に閲しましては公募要項をご確認ください。）  

厚生労働省代表番号：03－5253－1111   

社会福祉及び公衆衛生を含めた社会保障分野に係る国際協  
力の推進に資することを目的とする研究  Ⅲ 頗裏盆野  

（1）行政政策研究事業  

①政策科学総合研究  
・政策科学推進研究事業・統計情報総合研究事業  
人口・少子化問題及び社会保障全般に係る政策、保健医療福  

祉における総合的な施策の推進、統計情報の整備及び利用の  
総合的な促進、その他厚生労働行政の企画立案及び効率的な  
推進に資することを目的とする研究  

大臣官房国際課  

・国際医学協力研究   
日本及びアメリカ合衆国の両国においてアジア地域にまん  

延している疾病に関する研究を共同して実施するとともに、ア  
ジア地域を中心とする医学に関する研究協力の充実を図るこ  
とにより、世界の医学の進歩に資することを自的とする研究  

大臣官房厚生科学課  

大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室  
（2‖事生労働科学特別研究事業   
厚生労働科学の新たな進展に資することを目的とする独創  

的な研究及び社会的要請の強い諸問題に関する先馬匡的な研究  

政策統括官付政策評価官室  

（か社会保障国際協力推進研究  
・社会保障国際協力推進研究  大臣官房厚生科学課  

・活動領域拡張医療機器開発研究   
産官学に「患者の視点」を組み入れた「産官学患連携」により  

近い将来到来する遷高齢化社会における医療・介護負担の低  
減をもたらし、高齢者等の自立と充実した生活を可能とする  

革新的医療機器の開発を目的とした研究   

・医工連携研究推進基盤研究   
工学者を医療機関等の医学研究機関でトレーニングする等  

医学と工学とを緊密に融合することにより、臨床現場のニー  
ズに応える新規医療機器の、より効率的な開発を推進するた  
めの研究  

尾登謹措郵野  
（1）先端的基盤開発研究事業  
（D再生医療実用化研究   

再生医療技術の開発とその早期臨床応用を目指した研究及  
び再生医療技術の実用化における品質・安全性評価法に関する  
研究  

（∋創薬基盤推進研究  

・ヒトゲノムテーラーメード研究   
バイオインフォマテイクス技術を駆使して、がん、認知症、生  

活習慣病その他日本人に代表的な疾患について個人の遺伝子  

レベルにおける差異を題まえた診断、治療法の実用化に向けた  
研究を通じ、個別化医療の実現を図ることを目的とする研究   

・創薬バイオマーカー探索研究   
トランスクリフトーム分野及びたんばく分野よりなる研究  

であり、包括的なトランスクリフトーム解析の実施や疾患関  
連のバイオマーカー探索等を行う研究   

・次世代ワクチン開発研究   
感染症のみならず、がん、認知症等に対するワクチンの開発  

による疾患の予防や、組織培養や遺伝子組換えたんばく技術  
等のワクチン製造技術の低コスト化・効率化に関する研究   

・政策創案総合研究   
政策的に重要でありながら民間のみでは研究開発の促進が  

図られない分野について、画期的・独創的医薬品等の創製に資  

する先端的、基盤的技術の開発を官民共同研究により推進す  

ることを目的とする研究   

・生物資源・創薬モデル動物研究   
臨床研究や医薬品事業等へのニーズを意識した「ヒト」「疾患」  

に関連した生物資源の拡充や、生物資源の機能解析を図り、そ  

れらの幅広い普及を目指す研究  

医政局研究開発振興課  

（2）臨床応用基盤研究事業  

①医療技術実用化総合研究  
・治験推進研究   
複数の医療機関による大規模な治験をがん、循環器病等の  

疾患群ごとに実施するためのネットウークを構築し、医療上  
必要な医薬品等の開発の推進に資することを目的とする研究   

・臨床研究基盤整備推進研究   
我が国で行われる臨床研究の質の向上を目標に、医療機関・  

教育機関等の臨床研究を支える基盤の整備を主に人材教育の  
観点から効率的に行う研究   

・基礎研究成果の臨床応用推進研究   
我が国で生み出された基礎研究の成果を臨床現場に迅速か  

つ効率的に応用していくために必要な技術開発、探索的な臨  
床研究等を推進することを目的とする研究   

・臨床研究・予防・治療技縮開発研究   
医薬品や医療機器を用いた治療法等の医療技術について、臨  

床において適切に実施されるようエビデンスを確立する研究   

・臨床疫学基盤整備研究   
患者背景データ等の臨床疫学の基礎となる分野別の疾患の  

診療・処方実態情報などの診療コホートのデータベース構築  
等に関する研究   

・臨床研究支援複合体研究   
医療機関の人材育成を含めた臨床研究推進のための支援等  

臨床研究のハブ機能を果たすための研究  

医政局研究開発振興課  

③医療機器開発推進研究  
・ナノメディシン研究   

超微細技術（ナノテクノロジー）を活用した医療機器、医薬  
品の開発技術を産官学間の連携の下、医学・薬学・化学・工学の  
融合的研究等学際的に発展させる研究  

医政局研究開発振興課   
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8組晩鯉野  
（1）障害関連研究事業／長寿科学総合研究事業  
①障害保健福祉総合研究  

陣害者の社会的自立を促進し、生活の質的向上をもたらす総  
合的な障害保健福祉施策の推進に資することを目的とする研究  

な生活習慣病対策の推進及び健康維持と病気の予防に重点が  
置かれた社会の構築に資することを目的とする研究   

・糖尿病戦略等研究   
糖尿病について、より効果的な保健医療技術の確立を目指  

した臨床研究等を推進し、根拠に基づく医療の推進を園るこ  
とを目的とする研究  

社会・援護局障害保健福祉部企画課  健康局j総務課生活習慣病対策室  

②感覚器障害研究   
感覚器障害の予防、診断、治療の向上その他感覚器障害対策  

の推進に資することを目的とする研究  

②免疫アレルギー疾患等予防・治療研究   
免疫・アレルギー疾患の予防、診断、治療の向上その他免疫・  

アレルギー疾患対策の推進に資すること及び移植医療の治療  
効果の向上、エビデンスの確立等を図ることを目的とする研究  社会・援護局障害保健福祉部企画課  

健康局疾病対策課  
（3長寿科学総合研究   

高齢者の心身の健康の確保及び生活の質的向上に資するこ  
とを目的とする研究  

③難治性疾患克服研究   
根本的な治療法が確立しておらず、かつ、後遺症を残すおそ  

れが少なくない難治性疾患について、病状の進行の阻止並び  
に患者の身体機能の回復及び再生を目指した画期的な診断法  
及び治療法の研究開発の推進に資することを自的とする研究  

老健局総務課  

（2）亨ども家庭総合研究事業   
乳幼児の障害の予防、母性及び乳幼児の健康の保持増進並  

びに児童家庭福祉の向上に資することを目的とする研究  
健康局疾病対策課  

（5）エイズ・肝炎・新興再興感染症研究事業  
①エイズ対策研究   

エイズ対策の確立及びその科学的な推進に資することを目  
的とする研究  

雇用均等・児童家庭局母子保健課  

（3）第3次対がん総合戦略研究事業  
（D第3次対がん総合戦略研究  

「第3次対がん10か年総合戦略」に基づき、がんの羅患率及  

び死亡率の激減を目指し、がんの本態解明の研究及びその成  
果を幅広く応用するトランスレーショナルリサーチ（基礎研  

究の成果を疇床・公衆衛生に導入するための橋渡し研究をいう。）  
並びにがんに対する革新的な予防法、診断法及び治療法の開  
発を推進することを目的とする研究  

健康局疾病対策課  

①肝炎等克服緊急対策研究   
肝炎ウイルスの病態及び感染機構の解明並びに肝炎、肝硬変  

肝がん等の予防及び治療方法の開発に資することを目的とす  
る研究  

健康局総務課がん対策推進室  健康局疾病対策課肝炎対策室  

（むがん臨床研究   

がんについて、より効果的な保健医療技術の確立を目指し  
た臨床研究を推進し、根拠に基づく医療の推進を図ることを  
目的とする研究  

③新興・再興感染症研究   
新興■再興感染症の予防、診断、治療の向上その他新興・再興  

感染症対策の推進に資することを目的とする研究  

健康局結核感染症課  
健康局総務課がん対策推進室  

（6）こころの健康科学研究事業   
最先端の神櫨科学、分子生物学等の技術を用いた精神・神経  

疾患の病因及び病態の解明、これらの知見に基づいた治療方  
法の開発等の推進に資することを目的とする研究  

（4）循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業／免  
疫アレルギー疾患等予防治療研究事業／難治性疾患  
克服研究事業  
①循環器疾患等生活習慣病対策総合研究  
・循環器疾患等生活習慣病対策総合研究   
生活習慣病の一次予防から診断・治療までを網羅し、体系的  

社会・援護局障害保健福祉部企画課  

るため、医薬品・医療機器等に係るリスクに関する評価及び管  
理技術の高度化、安全性の向上並びに市販後の安全対策、医薬  
品等適正使用の推進並びに薬物乱用の防止対策に資すること  
を目的とする研究  （1）地域医療基盤開発推進研究事業   

医療安全の確保、医療技術等を評価し、良質な医療の合理的  
かつ効率的な提供に資することを目的とする研究  
】▼Wヽl■一・・・－・・・・－－・・◆・・－－－一－－－・ ・ －  ′            ．  

化学物質によるリスクに閲し、総合的かつ迅速な評価を行  
うとともに、規制基準の設定等の必要な管理を行い、さらに的  
確な情報の発信等を行うことを通じ、国民の不安を解消し、安  

（4）健康安全・危機管理対策総合研究事業   
地域健康安全対策の基盤形成、水安全対策、生活安全対策、  

及びテロリズムや感染症等に係る国内外の情報収集、諸外国・  
国際機開との連携に関する研究等を推進することにより、健  
康危機管理体制の強化を図り国民の安全確保に資することを  
目的とする研究   

医政局雑務課  

（2）労働安全衛生総合研究事業   
職場における労働者の安全及び健康の確保並びに快適な職  

場環境の形成の促進に賛することを目的とする研究  

（3）食品医薬品等リスク分析研究事業  
（D食品の安心・安全確保推進研究   

牛海綿状脳症（BSE）、食品中に残留する化学物質等に係  
る安全性、食中毒等の問題に関し、リスク分析に基づいた研究  
を行い、安全な食品の確保等を図ることを目的とする研究  

ごここきヰ亨孟局車串全部企画†吏醐   

②医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究   
ゲノム創薬、再生医療等のバイオテクノロジーの進展に対  

応し、より有効かつ安全な医薬品・医療機器等を国民に提供す  
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厚生労働省の重点施策  科学技術政策、外部有識者のご意見等  

▽  

公妻課題の設定※9～10月  
公募課題は、各研究事業の評価委員や外部有識者のご意見等を踏  

まえ、厚生科学審議会科学技術部会で審議し、決定されます。専  

門家のご意見や行政需要を適切に反映することとしています。  

厚生労働省のホームページに掲載。  

（研究事業ごとに受付先が異なります。）  

http：／／www．mhLw．g0．jp／bunya／kenkyuu］igyou／index・htmI  
※e－Rad（府省共通研究開発管理システム）による公募に移行する予定  

募  

※10～12月 http：／／www．e－rad．g0．jp  

評価委員会を開催し、  

採択課題が決定されます。  

※2～3月  

申請者に、採択・不採択・交付基準額の通知と評価委員会のコメ  

ントを送付。  

採択が決定した研究課題の研究代表者は、  

補助金の交付申請書を提出。  
交付階層  

交  付  研究代表者宛に研究費を交付。  

※6月頃  

研究の実施  研究を実施  

採択された研究代表者宛に推進事業の募集  

→研究の推進や研究成果の普及に利用  

健康危険情報を得た場合は、厚生労働省に速やかに報告  

必要に応じ行政施策とのリンケージ  

各研究年度の終了時に、研究報告書を提出。  

同時に、実績報告書を提出。  
研究報告  

※3～4月  

研究報告書は、国立保健医療科学院のホームページで公開されます。  

http：／／mhL〉〉－grantS．niph．g0．jp／niph／SearCh／NLSTOl．do   

※平成20年度予定 申請書の提出状況等により逐次変更される可能性があります。  

、＼＿、＿．▼＿，  
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厚生労働科学研究費補助金の審査は、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」  

に基づき、下図に示す流れに沿って行われます。提出された研究開発課題は、各研究事業  

の評価委員会で、専門的・学術的観点と行政的観点から評価されます。   

評価委員会名簿、採択課題や採択額等についても厚生労働省ホームページで示していま  

す。  

http：／／www．mhlvv．g0．jp／bunya／kenkyuujigyou／index．html  

厚生労働科学研究費補助会の評価システム  
報告書の掲載及び納本  
○国立保健医療科学院HP  
O厚生労働省図書館  
○国立国会図書館  

厚生労働省HP  
採択課題一覧掲載  

関係省庁  
との調整  

研究申請書  
受   理  
〈年1国〉  

各研究事業担当課等  
厚生労働省    （事務局）  

〈委員会での書面評価〉  

評価委員会において、研  
究課題全体の評価を行う。  
○研究課題ごとの評価点   
を考慮しつつ、総合的   
に評価を行う。  

○採択課題及び配分額の   
決定。  

採
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題
決
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申請書送付  

ヽ ■  研究事業の  
評価委員会  

必要に応じて実施  中間評価委員会  各評価者は各課題毎に数段脂の評点で評価。  
く評価基準〉   
次に掲げる観点から評点を付ける。  

1専門的 学術的観点からの評価  
（D研究の厚生労働科学分野における重要性   
②研究の厚生労働科学分野における発展性  
（事研究の独創性・新規性   

④研究日標の実現性・効率性   
⑤研究者の資質、施設の能力  

2．行政的観点からの評価   
G）行政課題との関連性   
①行政的重要性   
③行政的緊急性  

3．総合的に勘案すべき事項   
③研究の倫理性（倫理指針への適合等）   
②エフォート等   
③研究実績の少ない者（若手等）への配慮   

－ニ‾・ こ  

大規模な研究開発  
課題等、必要に応  
じて、ヒアL」ング  
を実施。総合評価  
に基づき課題の採  
択、配分額の決定  
を行う。  

（か外部評価  

②研究分野の専門家・  専門家以外の有識者   
等により構成  

（卦研究事業ごとに設置  
（む委員10～15名程度  
⑤利害関係者の排除  
⑥年齢・所属機関・性   
別等に配慮  

※3年の研究開   
発課題につい   
ては原則2年   
目で実施  

研究の評価にあたっては、これまでの研究実績の少ない者（若手研究者等）についても、  

研究内容や計画に重点を置いて的確に評価し、研究遂行能力を勘案した上で、研究開発の  

機会が与えられるように配慮することを定めています。   

また、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、又は倫理審査委員会の審査を  

受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性についても検討を行います。   

厚生労働省ホームページにおいて、医学研究に係る厚生労働省の指針一覧を掲載してい  

ますので、適宜ご参照下さい。  

http：／／www．mhFw．go．jp／gene「al／seido／kousei／iqkenkyu／index．htmF   



t如  
で構造化し少子化対策変数の操作的変化  家疇政策変数と労働政策変数を㌢ミュ隼誓  

緬疎人自に及ぼす影響を人口推計により評価し  隼率に及ぼす影響を分析壕、政策変婆                                                        一Y  

について繭査の個票データの多変量  その前提として、  

頗分析を行った。  

政策変数の影響効果  に発生変化させて、少子化対策効果を将来の出生率として推定すると、  

保育所定員数（現物給付の代理変数）、児童・家族関係給付費（現金給付の琴数）と、労働政策変数で  

ある女子短時間就業率（遇35－42時間就業率）、女子正規就業率（週35時尚以上就業率）、女子非正  
規賃金の代理変数のすべてを年率2％で変化する政策を実施すると2030年の合計特殊出生率は1．57（経  

済成長率0％を想定）から1．61（同年率2％を想定）の範囲に上昇し（図1）、最大1．72（政策変数  

3％変化）の上昇が推定される。   

子育て家族への支援水準（保育需要への対応や児童手当等の給付水準）や雇用労働環境（就業時間、  

非正規就業の割合等）が現状のまま留まると将来の出生率水準に改善が期待できない（図1）。従って  

家族労働政策をより強力に推進する必要がある。現在の出産退職という就業行動は、税を始めとする財  

政上の損失に繋がっており、機会費用を低減させる労働政策は財政上の効果（図2）をもたらし、出生  

率の回復にも貢献する。それゆえ、女性の就業人口の拡大と出産子育ての両立支援には保育支援を通じ  

た家族政策が不可欠で、それによって将来の労働力供給の減少に対して有効な対応策となることを示唆  

している。  

ヒ 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030  
： ル ▼＿＿▼▼【＿」   

＼＼＼」  
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